
○東庄町有料老人ホーム設置届等実施要綱 

令和２年１０月３０日 

告示第１０６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」とい

う。）第２９条第１項、第２項及び第３項の規定による有料老人ホーム（以下

「有料老人ホーム」という。）が行う届出に関し、必要な事項を定める。 

（有料老人ホームの設置の届出） 

第２条 法第２９条第１項に規定する有料老人ホームの設置の届出は、東庄町有

料老人ホーム設置届（様式第１号）により行うものとする。 

２ 町長は、前項の規定により提出された設置届の内容が事前協議を完了した時

の内容と相違ないと認めるときは、東庄町有料老人ホーム設置届受理書（様式

第２号）を交付するものとする。この場合において、当該設置届の内容が東庄

町有料老人ホーム設置運営指導指針に適合していないと認めるときは、意見を

付して交付するものとする。 

（有料老人ホームの変更の届出） 

第３条 法第２９条第２項に規定する変更の届出は、東庄町有料老人ホーム事業

変更届（様式第３号）により行うものとする。 

（有料老人ホームの休止及び廃止の届出） 

第４条 法第２９条第３項に規定する休止又は廃止の届出は、東庄町有料老人ホ

ーム廃止（休止）届（様式第４号）により行うものとする。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 



 



 



 



 



 

 


